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①裁判員候補者名簿の作成（毎年１回）
　毎年、各市町村の選挙管理委員会が最高裁判所から配布された「名簿調製支援プログラム」により
作成した名簿に基づき、地方裁判所ごとに翌年の「裁判員候補者名簿」が作成されます。 
※今年は、千葉県全体で 22,560 人（多古町からは 64 人）の有権者が千葉地方裁判所の候補者名簿
　に記載される見込みです。
　なお、この候補者名簿に記載されなかった方は、その翌年は裁判員に選ばれることはありません。

②候補者名簿に記載された方に通知と調査票が送付
　①の候補者名簿に記載された方に対して、千葉地方裁判所から「名簿記載通知」と就職禁止事由や
客観的な辞退事由の有無などを確認する「調査票」が送付されます。
※調査票は記入後に返送してください。この結果、明らかに裁判員になることができない方や、１年
　を通じて辞退事由が認められる方は、千葉地方裁判所に呼ばれることはありません。 

③事件ごとに候補者名簿から抽選で裁判員候補者を選出
　事件ごとに、①の候補者名簿の中から抽選で「裁判員候補者」が選ばれます。
　この「裁判員候補者」は、１事件当たり 50 人から 100 人程度となる見込みです。
※この時点で裁判員候補者に選ばれた方が、原則として千葉地方裁判所に呼ばれることになります。

④候補者に選任手続期日のお知らせ（呼出状）と質問票が送付
　③により選ばれた候補者に対して、千葉地方裁判所から「選任手続期日のお知らせ（呼出状）」と
辞退事由の有無などを確認する「質問票」が送付されます。
※質問票は記入後に返送してください。この結果、辞退事由が認められる場合は、呼び出しが取り消
　されます。 

⑤裁判員の選任手続き
　①から④を経た候補者は、裁判当日千葉地方裁判所へ行くことになります。
　裁判長が候補者と面接し、辞退希望がある場合の理由や、不公平な裁判をする恐れがないかなどに
ついて確認をします。
※候補者のプライバシーを保護するため、この手続きは非公開となっています。

⑥６人の裁判員を選任
　⑤の手続きを経た後、最終的に候補者の中から抽選で６人の裁判員が選ばれます。
　通常は午前中に裁判員の選任を行い、午後から審理（公判）が開始されます。
　実際の審理日数は、事件の内容により異なりますが、７割程度が３日以内に終了する見込みです。
※昨年の統計に基づく試算では、千葉県において裁判員に選ばれる確率は、有権者 2,907 人に１人
　程度となる見込みです。
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　10 月１日は「法の日」です。千葉地方裁判所では、裁判員制度に
関する広報行事を下記のとおり行います。
　詳細については、千葉地方裁判所ウェブサイトをご覧ください。
　:http://www.courts.go.jp/chiba/

「法の日」週間イベント 2008
　○ 10 月 1 日（水） 18:30 ～ 20:30　千葉市民会館 3Ｆ「特別会議室 2」
　○ 10 月 4 日（土） 13:30 ～ 16:00　千葉市生涯学習センター 2Ｆ「ホール」
　○ 10 月 18 日（土） 13:30 ～ 16:00　浦安市民プラザ「多目的中ホール」

お問い合わせ●千葉地方裁判所総務課　☎ 043-222-0165（内線 3424）

法の日を迎えて　～裁判員制度の円滑なスタートのために～ ●裁判員制度に関するお問い合わせ
　千葉地方裁判所総務課
　☎ 043-222-0165（内線 3423）

【裁判員制度ウェブサイト】
http://www.saibanin.courts.go.jp/


